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乱用される薬物は、興奮作用があるもの、幻覚

作用があるもの、抑制作用があるものの３つに分

類することができます。日本では、明確に興奮、

幻覚、抑制の作用を示すものが各法律で指定され

ています。指定薬物は危険ドラックとも言われ、

医薬品医療機器等法で規制されていますが、興奮

作用、幻覚作用、抑制作用を有する蓋然性があれ

ば規制されています。この蓋然性とは、興奮、幻

覚、抑制の作用がある程度、予測できる性質のこ

とであり、法律で規制するためのハードルが低く

なっています。 

興奮作用の代表的なものとして、覚せい剤があ

り、覚せい剤取締法で取締りをしています。現在

も毎年、１万人の検挙者がおり、１万人を継続的

に下まわることはなく、また、検挙者が高齢化し

ている現状があります。  

幻覚作用を示すものとして、コカイン、MDMA、

LSD などがあります。これらは、モルヒネやヘロ

イン、医薬品である睡眠導入剤、また、注意欠陥

多動性障害（ADHD）の治療薬であるメチルフェ

ニデートなどと共に麻薬及び向精神薬取締法で

取締りをしています。  

抑制作用を示す代表的なものとして、大麻があ

り、大麻取締法で取締りをしています。この大麻

は、近年乱用者が増加しクローズアップされてい

ます。一方、野生の大麻もあり、また、繊維を採

取する目的の産業用としては、大麻の精神症状を

極力抑えた種もあります。  

薬物に関しての国際条約について紹介すると、 

1961 年に『麻薬に関する単一条約』が制定され、

モルヒネやヘロインなどが規制されています。

1971 年には、『向精神薬に関する条約』が制定さ

れ、精神作用を及ぼす大麻の成分であるテトラヒ

ドロカンナビノール（THC など）が規制されてい

ます。日本は、これらの国際条約を批准しており、

国際条約に伴って日本の法律も整備されていま

す。  

 

次に、先進諸国における違法薬物の生涯経験率

について紹介します。米国では大麻の生涯経験率

が 41.9％と約２人に１人が経験している調査結

果があります。EU については 23.7％となってい

ます。  

日本の大麻経験率に注目すると、2011 年には

1.2％でしたが、最近のデータでは 1.4％に増加し

ています。諸外国と比較すると、非常に少ないで

すが、これでも国内で 200 万人程度が生涯で一度

は経験している計算になり、切実な問題であると

言えます。大麻はゲートウェイドラック（入門薬

物）と言われ、ゲートウェイドラッグの経験率が

高いと他の薬物乱用率が高いと言われています。

そのため、大麻の乱用を抑えることが、他の薬物

乱用を抑えることに寄与すると言われています。

ゲートウェイドラッグは、大麻の他に、アルコー

ルやタバコ、有機溶剤、危険ドラッグなどがあり

ます。  
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ここからは、大麻成分による身体への影響につ

いて説明します。  

大麻成分である THC は大麻の品種によってそ

の含有量が異なりますが、約３％から 25％含まれ

ています。この THC には痛みを抑える作用、吐

き気や痙攣
け い れ ん

を抑える作用、食欲を増進する作用が

あります。しかし、THC は使用量や使用頻度にも

よりますが、脳に作用し、大麻精神病と言われる

精神症状をもたらす危険性があります。具体的に

は、視覚・聴覚の異常、時間・空間的認知の異常、

思考過程の異常、被暗示性の増大、感情の平板化

（感情に変化がなくなる）、自発性の低下、思考

能力の低下及び記憶障害等を引き起こします。米

国では大麻非喫煙時よりも喫煙時の方が、2.4 倍

自動車事故を起こすという報告もあります。  

一方、大麻にはカンナビジオール（CBD）とい

う成分も含まれ、これは精神作用を起こさず、依

存性はないと言われています。CBD には、神経保

護、血管弛緩、抗痙攣
け い れ ん

、抗菌、抗糖尿、骨の成長

促進などの作用があると報告されています。米国

ではこれらの作用を利用し、医薬品として開発す

るため臨床試験を行っていますが、日本の大麻取

締法では大麻由来の医薬品は認められていませ

ん。  

ここで薬物が体内に入った場合、何らかの成分

が作用し、成分の受け皿である「受容体」に結合

する必要があります。この受容体と大麻成分が結

合することにより、大麻の作用が生じることにな

ります。大麻の受容体であるカンナビノイド受容

体には、１型（CB1：中枢型）と２型（CB2：末

梢型）があります。CB1 に THC が結合すること

で、中枢作用を示し、精神依存を発現することに

なります。  

一方、CBD は受容体である CB1 と CB2 に対し

て結合しにくい性質（非常に低い親和性）があり

ます。CBD は THC と受容体の結合を妨害するた

め、THC と受容体の結合を間接的に抑制すること

になります。したがって、大麻として摂取したと

きには、THC と CBD が共に吸収され、CBD が

THC の効果を減少させると考えられています。  

また、CBD は感情を司るセロトニン受容体の部

分作動薬であり、抗うつ、抗不安、神経細胞保護

などの作用に関わっていると言われています。

CBD は鎮痛に関わる受容体である μ
ミュー

及び δ
デルタ

オ

ピオイド受容体を間接的に作用し、鎮痛効果を示

すと言われています。  

ここで、米国での医療用大麻と嗜好用大麻の状

況を紹介します。  

2014 年 7 月時点において、23 州で医療用大麻

として、2015 年 7 月時点において、4 州（ワシン

トン州、コロラド州、アラスカ州、オレゴン州）

とワシントン DC で嗜好品としての大麻が合法化

されました。2016 年 11 月には新たにカリフォル

ニア州、マサチューセッツ州、ネバダ州の３州が

嗜好大麻の合法化をしています。しかしながら、

連邦政府では認めていません。米国では、基本的

に連邦政府の一般法より州法が優先されるため、

大麻問題に関しても同様に州法が優先され、大麻

が合法化される形になります。  

米国の大麻系医薬品について紹介すると、サテ

ィベックス®という多発性硬化症に伴う神経症状

の治療薬があります。この他に神経障害性疼痛の

治療薬マリノール®があり、がん化学療法に伴う

悪心・嘔吐の治療や HIV/AIDS 関連症状の体重減

少の改善に関する臨床試験が行われています。こ

のような大麻系医薬品は、化学合成により大麻成

分を生成し医療用に利用しています。  

私たちがワシントンの大麻ショップを視察し

たときの様子を紹介します。  

 

店内には、大麻オイルや噴霧器、THC 入りのお

茶、レモネードなどの他に、カンナビス（大麻）

入りのクッキー、キャンディー、ミント、チョコ

などのお菓子や、カプセル剤、舌下錠、テープ剤
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などもありました。お菓子などは、税関などで日

本への持ち込みを防ぐのが難しい面があります。

私たちは、このようなものにも大麻が入っている

ということを理解する必要があります。  

 次に、カナダの医療用大麻と嗜好用大麻の状況

について紹介します。カナダでは医療用大麻が

2001 年に合法化され、医療用大麻の市場規模が

年間約 8,000 万カナダドル（日本円換算約 60 億

円）となっています。その後、2016 年にニュー

ヨークで開かれた薬物に関する国連特別総会に

おいて、カナダは 2017 年に嗜好用大麻を合法化

する方針を表明しました。合法化は若者を守り、

社会の安全にとってよりよい道であるとして、改

正大麻法は  2018 年 10 月 17 日に施行されました。

このカナダの大麻合法化に対し、WHO 依存性薬

物専門家委員会（ECDD）の委員長であるブラン

ズ氏が次の意見を述べています。  

・トルドー首相は 40 歳と若く、支持者も若いた

め、若者の意見を尊重している。  

・カナダの医療用大麻店はスターバックスよりも

多い。  

・若者の使用は大麻精神病を起こす可能性がある。 

・我々は、アルコール、ニコチンに続いて３度目

の過ちを起こそうとしている。  

私がブランズ氏に「日本はこれから先、どうす

ればいいか」と尋ねたところ、「米国とカナダの

様子を注視していく必要がある」との回答があり

ました。  

カナダの大麻系医薬品には、米国と同じサティ

ベックス®があります。この他にセサメット®とい

うカナダで麻薬として指定されているものがあ

ります。これは、がん化学療法に伴う重度の悪心

及び嘔吐症状の管理に用いられています。  

最後に指定薬物について説明します。指定薬物

への迅速な指定として、日本では包括指定を行っ

ています。包括指定とは、構造式が類似の物質を

一括して指定するものです。平成 30 年 12 月末時

点において、包括指定により 2102 物質が指定さ

れました（麻薬指定により、指定薬物から削除さ

れた物質を除く）。  

危険ドラックによる有名な事件に、2014 年６

月に池袋で発生した自動車事故があります。危険

ドラックを吸引したことで自動車事故を起こし、

20 代の女性が死亡し、６人が重傷を負う悲惨な事

故でした。  

危険ドラックの中でも、合成カンナビノイド系

（大麻系）のものが多く乱用されている実態があ

ります。これまで、個別指定は 270 物質行われて

いますが、その内、カンナビノイド系は 99 物質

あり、ほぼ 1/3 を占めています。  

薬物問題は、個人だけの問題ではなく社会全体

の問題です。しっかりとした知識をもち、社会全

体で取り組んでいく必要があると言えます。  

（本要旨は、講演記録に基づき事務局でとりまと

めたものです。） 

 

 

令和元年中の薬物情勢  

神奈川県内の薬物事犯の検挙人員は 934 人で、

そのうち、大麻事犯の検挙人員が 432 人と増加し

て過去最高となっています。また、再犯者の占め

る割合が約６割となっています。 

表１  県内の検挙者人員数 (暫定値 ) 

区   分  
平成 30年  令和元年  

全体 (20歳未満) 全体 (20歳未満) 

覚 せ い 剤 取 締 法 650人 (11人 ) 448人 (10人 ) 

大 麻 取 締 法 369人 (47人 ) 432人 (75人 ) 

麻薬及び向精神薬 
取締法等※  

85人 ( 3人 ) 54人 ( 2人 ) 

計  1,104人 (61人 ) 934人 (87人 ) 

 

覚せい剤事犯は 40歳代が約 36％、大麻事犯は

20歳未満と 20歳代で約 61％を占めています。  

表２  年代別法令別違反状況  

年代  
覚せい剤取締法 大麻取締法 

人員 構成比 人員 構成比 

20歳未満 10人 0.2% 75人 17.3% 

20～29歳  58人 12.9% 197人 43.9% 

30～39歳  104人 23.2% 94人 21.7% 

40～49歳 163人 36.3% 47人 10.8% 

50歳以上 113人 25.2% 19人 0.4% 

（表１、２は県警察本部資料より引用）  

 

 

 

 

※麻薬特例法・あへん法を含む。 
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薬物乱用防止「成人の日」街頭キャンペーン  

 本年１月 13 日、「成人の日」の式典会場付近で

ある新横浜駅前、川崎市とどろきアリーナ、小田

急相模大野駅前、横須賀中央駅前の各会場付近で、

新成人を対象とした街頭キャンペーンを実施し

ました。当日は天候にも恵まれ、これからを担う

たくさんの新成人が、準備した啓発資材を受取っ

てくれました。  

 

令和２年度薬物乱用防止講演会について  

本年も薬物乱用防止講演会を横浜市、川崎市、

相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市及び県と

共催により開催します。 

日 時 令和２年夏頃（予定） 

場 所 横浜市開港記念会館（予定） 

    横浜市中区本町１－６ 

内 容 未定（決定次第、ホームページに掲載） 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/n3x 

/yakumu/yakutai/cnt/clean.html 

※ 参加希望者は、電話・ﾌｧｸｼﾐﾘ等で事務局まで

お申し込みください。 

薬物クリーンかながわ推進会議 会員募集中  

薬物クリーンかながわ推進会議は、県内の各種

機関・団体が相互に連絡・調整を図りながら、県

民一体となった薬物乱用防止啓発運動を行って

います。 

 随時会員を募集していますので、趣旨にご賛同

頂ける方がいましたら、事務局までお知らせくだ

さい。（入会費、年会費等はありません）  

加入団体数 １８２機関・団体（R２.２月末） 

 

「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金の結果  

募金は、国連薬物犯罪事務所を通じ、開発途上

国の薬物乱用防止活動を行うＮＧＯのプロジェ

クトを援助しています。また、国内の啓発事業に

も役立っています。 

令和元年度神奈川県における募金額は次のと

おりでした。ご協力ありがとうございました。 

 募金額１，１９１，６５０円  

（令和元年 12 月 15 日締） 

県薬務課からのお知らせ  

○薬物乱用防止教室について 

 県薬務課では、学校等で開催される薬物乱用防

止教室に、麻薬取締員や薬物乱用防止指導員等を

講師として派遣しています。薬務課ホームページ

を参照のうえ、ぜひお申し込みください。  

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/n3x 

/yakumu/yakubo/yakubo.html 

 また、薬物乱用防止教室は薬の専門家である各

学校担当の学校薬剤師も積極的にご活用ください。 

 

○神奈川県薬物濫用防止条例 

精神毒性を有し乱用の恐れのある物質を知事

指定薬物として指定し、規制しています。これま

でに 27 回、83 物質を指定しました（令和２年３

月１日時点）。 
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